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建築物の確認申請 

床面積の合計 
建築確認 

申 請 

中間検査 

申請 

完了検査申請(注) 

中間検査 

なし 

中間検査 

あり 

 30 ㎡以内 7,000 12,000 14,000 12,000 

30 ㎡超え 100 ㎡以内 12,000 14,000 16,000 14,000 

100 ㎡超え 200 ㎡以内 18,000 20,000 22,000 20,000 

200 ㎡超え 500 ㎡以内 25,000 26,000 30,000 28,000 

500 ㎡超え 1,000 ㎡以内 44,000 46,000 51,000 49,000 

1,000 ㎡超え 2,000 ㎡以内 63,000 62,000 70,000 64,000 

2,000 ㎡超え 10,000 ㎡以内 184,000 141,000 165,000 150,000 

10,000 ㎡超え 50,000 ㎡以内 302,000 220,000 259,000 242,000 

50,000 ㎡超え  539,000 411,000 463,000 447,000 

※床面積の算定について 

・新築・増築・改築については、当該建築に係る部分の床面積 

・移転・大規模な修繕・大規模な模様替・用途の変更については、これらに係る部分の床面積の 1/2 

・計画変更に係る部分の算定については、審査係までお問合せください 

 

（注意） 

建築物省エネ法の適合性判定対象建築物に関する建築完了検査 

非住宅部分の床面積（高い開放性を有する部分を除く）の合計 完了検査申請の追加手数料 

   300 ㎡以上 1,000 ㎡未満 ＋15,000

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 ＋25,000

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 ＋76,000

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 ＋119,000

10,000 ㎡以上 25,000 ㎡未満 ＋150,000

25,000 ㎡以上  ＋188,000

 

 

建築設備・工作物の確認申請 

1 基（台）につき 
建築確認 

申請 

計画変更 

申請 

中間検査 

申請 

完了検査申請 

中間検査 

なし 

中間検査 

あり 

建築設備（エレベーター、エスカレーター等） 12,000 7,000 16,000 17,000  16,000 

工作物 10,000 6,000 11,000 11,000 11,000 
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建築物の仮使用認定申請 

床面積の合計 仮使用認定申請 

 100 ㎡以内 15,000 

100 ㎡超え 500 ㎡以内 30,000 

500 ㎡超え 1,000 ㎡以内 60,000 

1,000 ㎡超え  120,000 

 

 

建築設備・工作物の仮使用認定申請 

1 基（台）につき 仮使用認定申請 

建築設備（エレベーター、エスカレーター等） 30,000

工作物 30,000
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建築物省エネ法適合性判定 

区分 
適合性判定 

適合性判定の変更、 

軽微変更該当証明書 

モデル建物法 モデル建物法以外 モデル建物法 モデル建物法以外 

工場等 

300 ㎡以上 

1,000 ㎡未満 
26,000 31,000 21,000 24,000 

1,000 ㎡以上 

2,000 ㎡未満 
37,000 43,000 32,000 35,000 

2,000 ㎡以上 

5,000 ㎡未満 
95,000 100,000 87,000 91,000 

5,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 
140,000 150,000 130,000 140,000 

10,000 ㎡以上 

25,000 ㎡未満 
180,000 190,000 170,000 170,000 

25,000 ㎡以上 

 
220,000 230,000 210,000 210,000 

工場等 

以外 

300 ㎡以上 

1,000 ㎡未満 
110,000 280,000 63,000 150,000 

1,000 ㎡以上 

2,000 ㎡未満 
150,000 370,000 86,000 200,000 

2,000 ㎡以上 

5,000 ㎡未満 
240,000 520,000 160,000 300,000 

5,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 
310,000 640,000 220,000 390,000 

10,000 ㎡以上 

25,000 ㎡未満 
370,000 760,000 260,000 460,000 

25,000 ㎡以上 

 
430,000 870,000 320,000 530,000 

※ 用途について 

・「工場等」と「工場等以外」の両方を含む複合建築物は、全て「工場等以外」とする 

 

※ 住宅部分を含む複合建築物について 

・非住宅部分の用途と規模に応じ、上記の表に基づいて手数料を設定する 

 

※ 複数の建築物の連携による性能向上計画が認定を受けた場合において、同計画に記載された他の一

の建築物について適合性判定を申請するときの手数料は、性能向上認定における技術的審査適合証

のある場合の手数料を準用する 

 

※ 床面積の算定について 

・特定建築行為に係る非住宅部分の床面積とする（床面積は高い開放性を有する部分を除く）。 


